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個人情報の越境移転セキュリティ評価弁法(意見募集稿) 
 

株式会社クララオンライン 
コンサルティングチーム 

<要約> 

2019 年 6 月 13 日、国家インターネット情報弁公室は「個人情報の越境移転セキュ
リティ評価弁法(意見募集稿)」(以下、「本意見募集稿」という)を公表し、7 月 13 日ま
でパブリックコメントを募集した。 

2017 年に出された最初の意見募集稿に比べて条件が緩和されているが、該当する外
国企業への影響は引き続き大きいことが予想される。 

1. セキュリティ評価の実施義務 

ネットワーク運営者が中国国内の運営において収集した個人情報を国外に提供する

場合、セキュリティ評価を行わなければならないとした。(2 条)  

また個人情報を越境移転する前に、所在地の省レベルのインターネット情報部門にセ

キュリティ評価の申請を行わなければならないとしている。(3 条) 

2. セキュリティ評価の内容 

セキュリティ評価の申請には、申請書のほか、ネットワーク運営者と越境移転先との

契約書、個人情報の越境移転セキュリティリスク・セキュリティ保障措置分析報告の提

出を必要としている。セキュリティ評価は 15 営業日以内に完了するが、状況が複雑な

場合は延長も可能である。(4 条、5 条) 

セキュリティ評価では、個人情報主体の合法的権益を保障しているか、過去に重大な

セキュリティインシデントを起こしていないか、個人情報の取得は合法的で正当か、と

いった点を重点評価する。(6 条) 



 
 

-2- 
本レポートは、業界・企業に関する情報の提供を目的としたものであり、お客様の経営判断や購買、契約行為にあたってはお客様のご判
断のもとに行っていただくようお願いいたします。本レポートは、クララオンラインが直接ご提供するという方法でのみ配布しておりま
すので、お問い合わせにつきましてはクララオンラインまでご連絡ください。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は株式会社クラ
ラオンラインに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行うことを禁止い
たします。なお本レポートに掲載されている第三者の企業名や商標、ロゴマークは個々の権利所有者に帰属します。また本レポートを日
本国外で配布することは禁止いたします。 

© CLARA ONLINE, Inc. 2019 All rights reserved.  

CLARA ONLINE China Business Report 
2019.10.15 

Redistribution Prohibited 再配布禁止 

3. ネットワーク運営者の義務 

越境移転の記録を少なくとも 5 年保存し、さらに毎年 12 月 31 日までに当該年内の

個人情報の越境移転情報、契約書の履行状況等を報告する必要がある。(8 条、9 条) 

比較的大きなセキュリティインシデントが発生した場合には、当該企業の越境移転が

一時停止あるいは禁止されることもあるとした。(11 条) 

ネットワーク運営者と越境移転先が締結する契約書では、越境移転の目的や保存期間、

個人情報主体の賠償請求権、契約終了後の責任と義務等について明確にしなければなら

ないとし、特定の場合を除いて、移転先が受け取った個人情報をさらに第三者に提供し

てはならないとしている。(13 条、16 条) 

4. 海外機構の取り扱い 

海外機構の経営活動で、インターネットなどを通じて中国国内のユーザーの個人情報

を収集している場合、国内で法定代表者または機構を通じて本弁法で定めるネットワー

ク運営者の責任と義務を履行しなければならないとした。(20 条) 

●原文(中国語) 
http://www.cac.gov.cn/2019-06/13/c_1124613618.htm 

本レポートは「中国法令アラートサービス 2019 年 7 月号」の内容を一部抜粋、編集したもので

す。「中国法令アラートサービス」では、最新の法令・制度変更に関する詳細および予想される

影響、クララオンラインが実務で得た動向変化に関する情報等を毎月レポート形式でお届けし

ています。 https://www.clara.jp/consulting/ 

 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としており
ません。また法律・条令の適用と影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的
な事業展開にあたってはクララオンライン コンサルティングサービスチームより御社の状況に
特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします。本書の内容は 2019 年 10 月 15
日時点で編集されたものであり、その時点の法律及び情報、為替レートに基づいています。 

本書はクララオンライン コンサルティングサービスチームにより作成されたものです。クララオンライン
の中国、台湾、韓国、シンガポールなどアジア各国のビジネスコンサルティングサービスに関するお問い合
わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。sales@clara.ad.jp または +81(3)6704-0777(代表) 
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